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県事協

2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

公務中・通勤時以外の事故で，かつ重症等により長期間治療を必要とするときや
被害者にも過失があるときなどで組合員証を使用したいときは，事故後すぐに共
済組合に連絡したうえで使用する。

交通事故などで負傷したときは，加害者がその治療費を支払うのが原則です。


